
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わくやのお宝再発見！ 

おらほの支えあい活動実践集 2020 

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会 

わくや地域まるごと会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

はじめに 

 

1．実践モデル地区活動報告 

▼平成 30 年度指定モデル地区 

  9 の 1 区 

9 の 3 区 

 10 区 

▼令和元年度指定モデル地区 

  4 区 

 

2．お役立ち情報 

▼緊急時に大活躍！「あんしん連絡カード」 

   ⇒町内で取り組みが広まっている「あんしん連絡カード」についてご紹

介します。 

▼おらほの支えあい企業リスト 

   ⇒ちょっとしたサービスを実施している商店等をまとめたリストです。 

 

3．手はつなげなくても、心をつなぐ 

⇒コロナと上手に付き合いながら活動するために、新しい生活様式を踏ま

えた地域福祉活動についてご紹介します。 

もくじ 

1 

4 

10 

12 

20 

6 

8 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 近年、少子高齢化や人口減少といった問題が大きな話題となり、私たちが暮らす地域を

取り巻く環境もそれに伴って変化しています。涌谷町においても、一人暮らしの高齢者や

高齢者のみの世帯が増加するなど、その対応は喫緊の課題となっています。しかしながら、

日々の暮らしの中で困りごとを抱えるのは高齢者や障がいをお持ちの方に限らず、出産や

子育てといった人生の様々な場面で支援を必要とすることは誰にでも有り得ます。複数の

課題が複雑に絡み合い、多様化している状況もあり、多様な生活課題に対応するためには、

同じ地域に住む住民同士がお互いに気にかけ合い、誰もが安心して「ここに暮らし続けた

い」と思う地域づくりを進める必要があります。 

 このような状況の中、涌谷町社協では平成 29年度から生活支援体制整備事業（介護保険

法 第 115 条の 45(地域支援事業)）を町から受託し、今年度で 4 年目を迎えました。地域

の支え合いを推進するため、生活支援コーディネーターの配置や、「わくや地域まるごと会

議（涌谷町生活支援体制整備事業協議体）」の設置運営を進め、地域資源や地域課題等の情

報の共有を図りながら、涌谷町ならではの支え合いの仕組みづくり、地域づくりに取り組

んできました。その活動の一環として、地域で取り組んでいる支え合いの活動等を「お宝」

とし、多くの皆さんに発信するため「わくやのお宝再発見！おらほの支えあい活動実践集」

を発行しています。 

 本実践集では、平成 30年度から令和元年度にかけて涌谷町社協が指定するモデル地区と

して活動していただいた 4 地区の取り組みや、店頭での買い物が難しい場合に商品の配達

をしてくれるなど、ちょっとしたサービスを実施している町内商店の情報、新型コロナウ

イルス感染対策下における地域福祉活動実践のポイント等を掲載しています。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、これまでとは違った対応や配慮が求

められる中ではありますが、地域で活動を進めるためのヒントが見つかれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

涌谷町地域福祉活動計画「三つの活動方針」 

令和 3年 1月 

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会 

わくや地域まるごと会議 
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実践モデル地区 

活動報告 



①調査

（情報収集・分析）

②勉強会

（ワークショップ）

③計画

（検討・目標設定）

④実行

（展開）

⑤評価・改善

（検証）

実践モデル地区支援事業とは… 

 介護保険制度を始めとする社会福祉関係の法制度の改正に伴い、誰もが住み慣れた地域で暮らし

続けるための支え合いの体制づくりを継続・発展させていくことが求められています。生活支援コ

ーディネーター※と連携し、地域に潜在する福祉課題を解決に繋げる活動を実施しようとする地区

に対し、活動の推進を図るための支援をするものです。 

簡単に言うと、生活支援コーディネーターと一緒に「支えあいの地域づくり」に取り組む地区を

応援する仕組みです。 

 

 

 

 

 

【どんなことをするの？】 

 住民主体による活動を効果的に展開できるよう、生活支援コーディネーターが支援します。地域

の実情に応じて、住民ニーズに沿っているか、継続して行うことができるか、多くの方の参画を得

られるかを重視しながら、生活支援コーディネーターが共に考えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本冊子では、事業がスタートした平成 30 年度から令和元年度までにモデル地区として活動して

いただいた 4地区の取り組みをご紹介します。 

内 容 

① 地域内の福祉活動や生活状況を

整理し、必要に応じてアンケートや

インタビュー等の調査を行います。 

② 地域づくりの手法や他地域の先

進事例について学びます。調査の分

析結果についても報告を行います。 

③ 「涌谷町らしい活動」「○○区らし

い活動」を皆さんと一緒に検討し、目

標を設定、展開方法を考えます。 

④ 計画に沿って生活支援コーディ

ネーターが支援を行います。 

⑤ 関係者の意見（考え）を検証し、

改善しながら、次の計画に繋げます。 

【支援の流れ】 

・広報：社協だよりでの活動紹介を始め、フォー

ラムや研修会等において活動を報告します。 

・継続支援：支援終了後の自主運営に向けて、財

源確保等について検討します。 

※生活支援コーディネーターとは、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していく

ことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネ

ート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす者をいう。 

3 



9の 1区 ひと つなぐ むすぶ 笑顔の時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モデル地区申請のきっかけ】 

地域関係者が集まり、皆で今後の地域づくりについて考える機会を持ちたい！ 

 

【取り組みの方向性】 

・行政区内の協力体制の見直し（まずは健康推進員と福祉推進員がつながろう） 

・やすらぎ荘（集会所）の活用 

・行事等を通したコミュニケーションの活性化 

 

 

福祉推進員と健康推進員の協働による、定期的に開催される集いの場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他行政区の活動の視察や、

行政区内の打ち合わせを実

施しました。 

サロン開催に当たっては

チラシを配付し、ポスター

を掲示しました。 

4 

▼平成 30年度指定 



【取り組みの過程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回何しましょう会 

テーマの一つでもある「福祉推進員と健康推進員の協働」について協議し、他

行政区の活動を参考にしながら取り組みを進めていくことにしました。 

1 

2 
5の 2区ふれあい交流サロン見学会 

ふらっと立ち寄ることができ、多くの地域関係者の協力を得て運営しているな

ど、目標としている集いの場のイメージに近かったため、見学を行いました。 

3 

4 

5 

6 

第 2回何しましょう会 

9 の 1 区に合った集いの場づくりに向けて、内容や頻度等について皆で検討し

ました。「まずは、思いついたことをやってみよう！」の言葉が印象的でした。 

第 3回何しましょう会 

福祉推進員と健康推進員の協働による集いの場の開催に向けて、実施内容や役

割分担について話し合い、今後の開催頻度についても協議しました。 

サロン開催 

福祉推進員と健康推進員協働で開催するのは初の試みでした。今後の参考にす

るため、参加者の方々へアンケートも取りました。アンケートには、「こんなこ

とやってみたい！」の思いがたくさん詰まっていました。 

第 4回何しましょう会 

次回のサロン開催に向けて、前回の振り返りを行いました。また、参加者の方々

に取ったアンケート結果を参考に、次回のサロン内容を検討し、取り組みたい

こととして最も希望があった「体操」の実施を決めました。 

7 
サロン開催 

参加者の方々からは、「体を動かすのも良いね」「家ではなかなかやらないけど、

集まってやると楽しいっちゃね」との感想がありました。 

【今後に向けて】 

「ワイワイガヤガヤ楽しめる場にしたい」との思いを込めて、「YYサロン」と名前を付

け、2年程サロンを継続してきましたが、現在はお休み中です。しかし、地域のつながり

を切らないよう、見守り訪問活動や、集会所を会場にして住民が仕上げたぬりえの展示

会を実施しています。サロン活動についても、この機会にこれまでの活動を見直し、今

後どのような形であれば継続していくことができるか検討していきます。 

5 



9の 3区 
地域のコミュニケーションを広げ、 

深め、見守り活動につなげて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モデル地区申請のきっかけ】 

週 1 回の運動ひろばや老人クラブのサークル活動等、定期的に開催される集いの

場は多いが、参加しない方の様子が気になる。地域には要支援者も増えており、現

在の行政区長や民生委員児童委員がメインで動く見守りの体制を見直し、ゴミ捨て

などの生活支援についても検討したい。 

 

【取り組みの方向性】 

・地域内の見守りの充実に向けた体制整備 

・暮らしの中のちょっとした困りごとへの支援の検討 

 

 

見守り活動に福祉推進員の力をプラスして、地域の実情をより細やかに把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

打ち合わせを重ねる度に、

福祉推進員同士の情報共有

も進みました。 

シンプルに作成した

「緊急連絡先カード」 

サロン活動中心に取

り組み、たくさんの

笑顔を生み出してき

た福祉推進員の力を

見守り活動にも活か

そう！ 

▼平成 30年度指定 



【取り組みの過程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回打ち合わせ会 

福祉推進員の打ち合わせの場を利用し、今後の事業の進め方を協議しました。

その中で出た「一人暮らしの方が入院した場合など、どのようにして情報を得

れば良いのか」との意見から、緊急時に家族やキーパーソンとなる人に連絡が

取れるように、「緊急連絡先カード」の作成に向けて検討することになりました。 

1 

2 
第 2回打ち合わせ会 

各福祉推進員の担当エリアにおいて、少し気になる世帯や支援が必要だと思わ

れる世帯について情報共有・意見交換を行いました。実際に福祉推進員が関わ

った事例として、一人暮らし高齢者の入院時対応のお話があり、「緊急連絡先カ

ード」の必要性を再確認しました。 

3 

4 

5 

「緊急連絡先カード」の作成・配付 

行政区長や民生委員児童委員の意見も聞きながら、記載内容を検討し、作成し

ました。福祉推進員が担当エリアの各世帯を訪問しながら配付したことで、顔

を合わせて話ができ、世帯状況の把握につながりました。 

第 3回打ち合わせ会 

「緊急連絡先カード」を配付しながら把握した地域の中の困りごと（買い物・

ゴミ出しなど）や、支援方法について協議しました。また、見守り活動に積極

的に取り組む行政区の例をご紹介し、9 の 3 区でもより多くの地域関係者と一

緒に検討し、見守りの体制整備を進めていきたいとの声が多く出されました。 

第 4回打ち合わせ会 

これまでの打ち合わせは地域福祉会長と福祉推進員のみで行っていましたが、

自治会長、行政区長、民生委員児童委員にも声をかけ、一緒に検討する機会とし

ました。別々に持っていた情報をすり合わせることができ、9の 3区全体の支え

あいの地域づくりについて協議することができました。 

【今後に向けて】 

モデル地区としての活動終了後も、福祉推進員の打ち合わせに行政区長や民生委員児

童委員も参加し、一緒に検討する形を継続しています。行政区長の「要支援者の確認を

どうしたら良いのか、ずっと課題だった。福祉推進員が壁を壊してくれた。感謝してい

る」との言葉が印象的でした。見守りの体制整備から始まった協働の仕組みは、サロン

活動など、その他の事業でも活かされ、皆で協力して取り組んでいます。 

7 



10区 笑顔で 支えあい おながいぢょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モデル地区申請のきっかけ】 

見守りのシステムや定期的な集いの場づくりに取り組み、仕組みも地域に馴染ん

ではいるが、今後も高齢化は進んでいくため、改めて検討する場を持ちたい。 

 

【取り組みの方向性】 

・現在の活動の振り返りを行い、既に地域にある資源を探す。 

・歴史や文化も大切にしながら、年を重ねても、安心して暮らし続けることがで

きる地域をつくる。 

 

 

80歳を超えても、安心して暮らすことができる地域づくりを！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 

皆で同じ方向を向いて活動できるよう、

まず最初に自治会役員等を対象に勉強会

を開催しました。 

何度かワークを実施

し、それぞれが考える

10区のお宝（資源）

を出し合いました。 

▼平成 30年度指定 



【取り組みの過程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会 

なぜ支え合いの仕組みづくりが求められているか確認し、皆が安心して暮らし

続けるために、まずは地域の良いところや課題を見つけ出すことにしました。 

1 

2 
第 1回推進委員会 

これまでの自分たちの活動を振り返り、今後の地域づくりについて考えるため、

他行政区の視察研修を実施することを決めました。 

3 

4 

5 

6 

岸ヶ森区お茶っこ飲み会視察 

岸ヶ森区で月 1 回開催しているお茶っこ飲み会に参加し、活動の概要や工夫し

ている点などを聞き、互いの地域の状況について情報交換を実施しました。 

第 2回推進委員会 

前回実施した視察の報告を行いました。視察を通し、新たに取り入れたいこと

が見つかり、現在の自分たちの活動の良いところに気づくこともできました。 

第 3回推進委員会 

次回から実施するワークショップに向けて、ルールや進め方の確認、検討テー

マの設定を行いました。 

第 4回推進委員会（ワークショップ） 

人・団体で 10 区の資源を出し合いました。「○○さんは□□が得意！」と、個

人の名前も多く出ており、かなりの数のお宝を発掘することができました。 

7 
第 5回推進委員会（ワークショップ） 

グループや趣味活動、自然や歴史をテーマにお宝探しをしました。2～3人程度

で行っている小さなお茶っこ飲みや趣味の集まりの大切さを確認しました。 

【今後に向けて】 

見守り活動や集いの場づくりに積極的に取り組み、行政区内で研修を実施するなど、

町内でも有数の先進地ではありますが、実践モデル地区支援事業を通し、改めて皆で 10

区のこれからについて考えました。モデル地区としての活動終了後も、見守り対象者へ

困りごとの調査を行うなど、生活支援コーディネーターと相談しながら活動しています。 

9 

8 
第 6回推進委員会（ワークショップ） 

前回までのワークショップで見つけ出したお宝に対する意味づけ作業を行い、

高齢になっても住み慣れた 10 区で暮らし続けるためには何が必要かを話し合

いました。 



4区 地域の困りごとは地域のちからで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モデル地区申請のきっかけ】 

自治会活動や月 1 回開催している「ほっとカフェえあい」、個人のお茶っこ飲み会

などはあるが、世帯数の減少や高齢化により行事への参加者も減少している。地域

内のつながりを維持し、ちょっとした困りごとを気軽に相談できる地域にしたい。 

 

【取り組みの方向性】 

・現状把握や活動の振り返りを行いながら、今よりも地域の行事を充実させ、住

民のつながりを維持する。 

・支援が必要な方への緊急時の対応について検討する。 

 

 

これまでのつながり ＋ 今後を見据えた新たな活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

「あんしん連絡カード」の作成・配付、東北福

祉大学の学生と一緒に実施した訪問調査など、

良いアイディアはどんどん取り入れました。 

▼令和元年度指定 



【取り組みの過程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たすけあい体験ゲームの実施 

「電球交換」「雪かき」「お墓掃除」など、それぞれができないことをお互いに

助け合うゲームを実施しました。「電球交換くらいなら、いくらでもしてやっか

ら」といった言葉も聞かれ、日頃のつながりが見えてきました。 

1 

2 
「あんしん連絡カード」の作成・配付 

民生委員児童委員中心に考案した、健康状態やかかりつけ医、緊急時の連絡先

などを記載する「あんしん連絡カード」を見守り対象者へ配付しました。 

3 

4 

5 

6 

第 1回検討会 

前回配付した「あんしん連絡カード」の今後の活用方法について協議しました。

また、住民の意向を調査し、今後の地域活動の参考とするため、4区全戸を対象

とした訪問調査を実施することを決めました。 

第 2回検討会 

戸別訪問調査の実施に向けて、調査の流れや設問などについて検討しました。 

戸別訪問調査 

調査は東北福祉大学の学生の協力をいただきながら、3 日間に渡って実施しま

した。地域活動への参加状況や暮らしの中の困りごとの有無、地域に対してど

のような支援を求めているかなど、聞き取りを行いました。 

第 3回検討会 

戸別訪問調査において、ちょっとした困りごとを抱えている方がいること、そ

れを少しだけお手伝いしてほしいと感じていることがわかったため、対応策を

検討しました。 

7 
「おねがいカード」の配付 

多くの住民が集まる新年会において、戸別訪問調査の結果を報告し、困りごと

を気軽に相談できる「おねがいカード」を配付しました。 

【今後に向けて】 

4区は令和 2年度もモデル地区として活動しています。今年度のテーマは「見守りの体制

整備から要支援者の把握へ」「若い世代が興味を持つ地域づくり」として取り組みを進め

ています。誰かが「○○をやってみたい」と言ったとき、「まずはやってみよう！」と言

えることが 4区の素晴らしいところの一つ！今後も前向きに活動していきます。 
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お役立ち情報① 
 

緊急時に大活躍！ 

「あんしん連絡カード」 



「あんしん連絡カード」で見守る側も見守られる側も安心！ 

 

 町内でも取り組みが広がっている「あんしん連絡カード」の配付。緊急時に必要となる

情報をあらかじめ整理しておくことで、“もしも”のときに備えることができます。 

ここでは、いくつかの行政区で作成し、活用しているものを例としてご紹介いたします。 

 

【「あんしん連絡カード」とは？】 

地震などの災害、火災、事件・事故および突然の病気等予測できない災害時または緊急

時において救援や支援を迅速かつ適切に行えるよう、必要な情報を掲載したカードを自宅

内に掲示または保管していただくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【そもそも、なぜ必要なの？】 

救急搬送時、救急隊は受け入れ先の病院探しや的確な応急処置のため、かかっている病

気や通院先の情報などが必要になります。中には、家族の気が動転していたり、本人の意

識が無くなったりして、こうした情報を伝えることができない場合があります。氏名や生

年月日、血液型、主な病気などの情報をあらかじめ記入しておくことで、119番通報する場

合や駆けつけた救急隊員へ情報を伝える場合に慌てずスムーズに行うことができます。 

また、災害時や緊急時に救援・支援に次いで大事なことは、「関係者と速やかに連絡を取

ること」です。そのため、カードには緊急連絡先や関係機関の連絡先などを記載しておく

と良いでしょう。 

 

【どこに置いておけば良いの？】 

大切にしまい込むと必要なときに使うことができないため、茶の間やリビング、電話の

近くなどに掲示することがオススメです！ 

 

【掲載する情報例】 

・基本情報（生年月日、年齢、血液型など） 

・住所、電話番号 

・家族構成 

・既往歴（病歴） 

・かかりつけ医 

・利用している介護サービスや担当ケアマネージャー 

・緊急連絡先（家族、親族、近所の方など） 

・地域の役職者（自治会長、行政区長、民生委員児童委員、

地域福祉会長など）の連絡先 

13 



【「あんしん連絡カード」使用の流れ】 

カードに記載された情報は、対象者の救援・支援のために利用し、目的以外には利用し

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「あんしん連絡カード」の例】 

 最近人気の裏表両面タイプです。普段は誰に見られても大丈夫なように個人情報などが

記載されていない面だけが見え、必要時に裏返して情報を確認するタイプの「あんしん連

絡カード」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①カードをお届け 

②必要事項を記入 

③自宅内（電話付近など）に掲示 

④見守り対象者など気になる方には

声掛けをする。 

緊急時 

①カードを確認 

②記載されている情報を必要な範囲で共有 

カードを届け、定期的に記載内容の更新をすすめることで、高

齢者等への声かけ・見守り活動の役割を果たします。 

また、掲示していることで、「自分は地域の中で気にかけてもら

っている」という安心感を得ることもできます。 

各地域に合った形を一緒に考えますので、ぜひお気軽にご相談

ください。 

表 裏 
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お役立ち情報② 
 

おらほの支えあい企業リスト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響だけでなく、高齢の方や障がいをお持ちの方、妊娠中の

方などが日常生活の中でちょっとした手助けが必要になったとき… 

 

 

 

 

 

 

 

 

涌谷町社会福祉協議会では、困りごとを抱えた方と「おらほの支えあい企業」としてご協

力いただいているお店とをつなぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮らしの困りごとをちょこっとお手伝い！ 

おらほの支えあい企業 

うちの美容室では、来店すること

が難しい方に対して、ご自宅まで

出張サービスをしています。 

うちの商店では、購入し

た商品のお届けサービ

スをしています。 

新型コロナウイルス感染症の予防のために、なるべく外出は控え

たいわ。買い物なんかは大丈夫らしいけれど、持病もあるし、で

きれば外には出たくないわね。何か良い方法はないかしら？ 

うちでは、電話で安否

確認をする見守りサー

ビスをしています。 

涌谷町にはちょっとしたお手伝いをしてくれるお店があります！ 

困りごとを抱えた方 

涌谷町社会福祉協議会 

おらほの支えあい企業 

サービスの提供 

代金の支払い 

依頼・調整 

「○○さんという方が

配達を希望しています」 

困りごと相談 

「買い物ができなくて困っ

ています」 

連絡調整 
サービス提供の

可否 

（生活支援コーディネーター） 
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住み慣れた町でいつまでも自分らしく暮らし続けるために、町内にあるちょっとしたサー

ビスを知り、暮らしの支えとして上手に活用していただるよう、町内を活動範囲とする企業

等を対象に調査を実施し、「おらほの支えあい企業」として情報をまとめています。 

 

 

おらほの支えあい企業リスト（令和 2年 12 月 31日現在） 

※掲載しているのは広報対応可能な事業所のみです。下記以外にも、相談対応可能な事業所

はありますので、まずはお気軽にご相談ください。 

【買い物関係】 

地区 事業所名 サービス内容 

大
町
地
区 

砂金精肉店 

・お肉の配達 

⇒アレルギー対応、カットサイズについても相談可能

です。 

㈱アサヒ薬局 

・市販薬等の配達 

⇒5,000円程度の購入から対応しています。 

・薬の一包化 

⇒間違わず、飲みやすいように、依頼により朝昼晩の

薬をまとめて包装（一包化）しています。 

㈲久常薬局・久常薬品 
・市販薬等の配達 

・健康相談にも対応しています。 

下
本
町
地
区 

高善 

・商品の配達 

・お元気ですか？電話サービス 

⇒ひとり暮らしの方（常連客など）に電話をかけ、必

要なものがないか確認しています。 

中
央
通
地
区 

内海文洋堂 
本の配達 

⇒対応エリアは西地区・東地区です。 

黒澤茶舗 
お茶の配達 

⇒祝日、年末年始も対応します。 

森酒店 
酒類の配達 

⇒場所によっては配達料がかかります。 

南
部
地
区 

㈲安住商店 
灯油の配達 

⇒大崎市や石巻市など町外への配達も対応します。 

セブンイレブン 

涌谷バイパス店 

・セブンミールサービス 

⇒食料品や日用品等の宅配を行います。 

・商品の仕入れ 

⇒お客さんの要望にできる範囲で対応し、希望の商品

を仕入れます。 
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【買い物関係】 

地区 事業所名 サービス内容 

大
橋
通
地
区 

丸七商店 
灯油の配達 

⇒町内在住の方であれば配達可能です。 

箟
岳
地
区 

㈲二瓶石油 
灯油の配達 

⇒対応エリアは箟岳地区です。 

酒舗あら茶屋 
商品の配達 

⇒対応エリアは旧箟岳小学校区です。 

町
内
大
規
模
事
業
所 

ツルハドラッグ涌谷店 

商品の配達 

⇒店頭で購入した商品を配達します。1 個あたり 550

円の配達料がかかります。 

町
外
事
業
所 

みやぎ生活協同組合 

石巻センター 

食料品の宅配 

・個人宅配：手数料 1回 240円 

・なかよし個配：利用人数 2名、手数料 1回 120円 

・はん配達：利用人数 3名以上、手数料無料 

金太郎 阿部鮮魚店 

移動販売 

⇒概ね毎週土曜日の 17 時から、短台集落センター前

で販売しています。 

 

【理美容】 

地区 事業所名 サービス内容 

新
町
地
区 

ビューティーアート 

スマイル 

・出張サービス 

⇒基本はカットのみですが、設備が整っていればシャ

ンプーも対応可能です。 

・送迎サービス 

カットイン・キャンサー 出張サービス 

南
部
地
区 

ヘアサロンはっとり 
・出張サービス 

・送迎サービス 
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【見守り活動】 

地区 事業所名 サービス内容 

下
本
町
地
区 

涌谷郵便局 

・みまもり訪問サービス：月額 2,500円 

⇒毎月 1回、郵便局社員等がご自宅を訪問し、生活状

況を確認し、その結果をご家族等へお知らせします。 

・みまもり電話サービス：固定電話 1,070円、携帯電

話 1,280円（月額） 

⇒毎日、指定の時間帯に利用者宅宛に電話（自動音声）

をかけ、ご自身の健康状態に合った番号を押していた

だくことにより、体調を確認し、その結果をご家族等

へお知らせします。 

・駆けつけサービス：ご家族向け 880円、ご本人向け

2,200円～3,410円（月額） 

⇒地方公共団体やご家族等からの要請で駆けつける

「ご家族向け」と、事前に機器をお渡しし、もしもの

ときに操作する「ご本人向け」の 2プランがあります。 

箟
岳
地
区 

小里郵便局 

町
外
事
業
所 

みやぎ生活協同組合 

石巻センター 

・安心メールサービス 

⇒宅配時に在宅だったかどうか、ご家族にメールでお

知らせします。 

・緊急通報サービス 

⇒見守り対象者が倒れているなどの緊急時や、先週お

届けした商品が放置されている、郵便物がたまってい

るなど異変を察知した際に通報を行います。 

 

【集いの場支援】 

地区 事業所名 サービス内容 

町
外
事
業
所 

㈱みどりのサービス 

イベント・集いの手伝い 

⇒涌谷町内の各地区主催のイベントやお茶っこ飲み

会等に対し、イベント講師派遣の手配、イベントの補

助等を行います。日程によっては、やすらぎホールわ

くやを会場として貸し出すことができます。  

 

 

 

 

 

 

おらほの支えあい企業については、上記事業所の他にもサービス実施の有無を調査中で

あり、今後も協力事業所数は増えていきます。「地域に配達を希望している人がいるけど、

どうすれば良いの？」「詳しいサービス内容を教えてほしい」など、利用に関する相談は、

涌谷町社会福祉協議会の生活支援コーディネーターまでご連絡ください。 
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手はつなげなくても 

心をつなぐ 

～コロナと上手に付き合うコツ～ 



 新型コロナウイルス感染症に関する活動指針 

～地域福祉活動における新しい生活様式～ 
 

１ 基本的な方針 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで継続してきた地域福祉活動の実践が困難

になる中、「新しい生活様式」が示され、日常生活においても様々な感染対策をこれまで以上に

取り入れた生活様式を実践していく必要があります。これは、地域福祉活動の場においても同

様であり、感染予防が求められます。 

 そこで、涌谷町社会福祉協議会では、これまで推進してきた住民主体の地域福祉活動を「新し

い生活様式」を踏まえ、見直し、新たな発想を柔軟に取り入れながら活動の継続を支援してい

きます。なお、地域福祉活動の実践はあくまでも自主性、自発性に基づくものであり、活動を強

制するものではありません。実践例などを参考に可能な範囲での活動の継続をお願いします。 

 

２ 感染拡大防止の「いろは」 

（１）会  場：人と人との間隔はできるだけ 2ｍ（最低 1ｍ）は空ける。 

（２）マスクの着用：屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する。 

（３）手洗い：屋内に入ったとき、咳やくしゃみ・鼻をかんだとき、会食の前後、掃除の後、トイ 

レの後、共有のものを触った時は水とせっけんで丁寧に手洗い（可能であれば手

指消毒も）をする。 

 

３ 地域福祉会等による地域福祉活動について 

（１）集いの場（サロン活動、お茶っこ飲み会、運動広場、世代間交流など） 

換 気 1時間に 1回（5～10分程度）、定期的な換気をしましょう。 

マスク 

可能な限りマスクを着用するなど、感染予防策の周知徹底をすること。但し、夏季

などはマスクを着用することで熱中症等の恐れがあるため、開催時期や時間等を

検討しましょう。 

体 調 
発熱などの症状がある方（参加者、運営者、その他を問わず）には参加・出席を控え

ていただくようお願いをしましょう。 

会 食 
食事の前後の手洗いを徹底すること。また、飛沫を飛ばさないよう、会話をすると

きはマスクを着用し、机を向かい合わせにしないなどの対応を行いましょう。 

打合せ 会議や打合せは短時間かつ必要最低限の人数で行いましょう。 

保 険 
活動者が当該活動中に罹患した場合は、補償される可能性がありますので、まずは

社協までお問い合わせください。 
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（参考/会場のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集いの場の開催等に不安がある場合は、「見守り活動」に重点を置くなど、工夫した活動の

実施をお願いします。 

 

 

（２）見守り活動 

電 話 電話や手紙などを活用し、会わないでも見守りを継続する工夫をしましょう。 

訪 問 

可能な限りマスクを着用する、訪問時間を短くするなど、感染予防策を徹底し、

「うつさない・うつらない」ようにしましょう。但し、夏季などはマスクを着用するこ

とで熱中症等の恐れがあるため、電話や手紙など別な手段を検討しましょう。 

打合せ 
関係者で打ち合わせ等を行う場合も会場の広さ、換気の状況に留意し、マスク着

用・手洗いなどを徹底しましょう。 

※生活を維持するために必要な支援活動（ゴミ捨てや家事支援など）については       

感染症予防策を徹底し継続を検討してください。 

 

（３）地域課題や生活に関する相談 

休業や自粛等により、日常生活や生活費に関する地域住民からの相談が増加しています。

地域住民だけでなく、地域福祉会、民生委員児童委員等からの地域生活課題に関する相談も

気兼ねなく涌谷町社会福祉協議会へお寄せください。内容に応じて、関係者・機関と連携し

た継続的な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

100cm 

地域福祉会 

【相談の流れ/相談体制】 

生活等 

の悩み 

民生委員 

行政区長 

自治会長 

涌
谷
町
社
協 

・自立相談支援センター（生活困窮） 

・基幹相談支援センター（障害） 

・利用者支援事業（子育て） 

・居宅介護支援サービス（介護） 

・地域包括支援センター（高齢） 

相談支援包括化推進員 

連 携 

100cm 
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「集いの場の参加者へお便りを」 

 

 多くの集いの場が自粛となる中、これまで

参加をしていた方へ、「メッセージ」を添えて

お便りなどを届ける活動が広がりを見せてい

ます。 

 

〇町内：運動広場や行事の中止の連絡を兼ね

て、メッセージ入りの手書きのチラシを全戸

に配布しながら安否確認を行いました。（10

区） 

〇町外：集いの場の参加者に脳トレの宿題を

手渡し、自宅で取り組んでもらい、各自が取

り組んだ宿題の答え合わ

せをサロン活動でする日

を楽しみに生活をしてい

る。（兵庫県） 

「～しながら見守り合い」 

 

 外に出たり、誰かと会って話す機会が少な

くなるなか、見守り活動に力をいれている地

域が増えています。 

 

〇町内：これまでも取り組んできた地域の子

ども達を見守る、見守りパトロールを今年度

から「できる人が、出来るとき」に行う見守る

側も負担の少ない活動にしています。（4区） 

〇町外：「見守られて暮らす」ということを 1

つのテーマに「家の窓を開ける」「庭やベラン

ダで過ごす」「あいさつをする」など、見守ら

れる側も「見守られ」、見守

る側も「見守っている」とい

うお互い様の活動を広げて

います。（滋賀県） 

 

「屋外で間隔をあけてラジオ体操」 

 

自宅で過ごす人が増え、運動不足を感じ

たり、気持ちがふさぎこんだりする人も多い

のではないでしょうか。 

 

〇町外：ラジオで流すようになった「おらほ

のラジオ体操」に合わせて運動することで、

健康維持、ストレス解消につなげている。（石

巻市） 

〇町外：「チョーサヤ チョーヤサ」という、夏

の始まりを告げる松阪祇園まつりで用いら

れるかけ声の入った松坂弁のラジオ体操を

毎日行い、生活のリズムを崩

さないようにしているそうで

す。（三重県） 

 

「まごころと安心をお届け」 

 

 座る時は間隔をあけるなど、感染予防対策

を行いながらサロン活動をスタートした地域も

ありますが、限られたスペース、衛生環境では

まだまだ不安があるという時は訪問活動など

いかがでしょうか。 

 

〇町内：要支援者（高齢者、障がい者、希望さ

れる方など）を対象にボランティアグループ

が中心となって手作りお弁当の配付を以前

から行っています。（吉住区） 

〇町外：毎月行っていた会食会は中止にした

が、手作り弁当を調理し高齢

者 1人 1人の家庭に訪問しお

手紙とともに手渡ししていま

す。（大阪府） 

 

☆各事例の詳細は、涌谷町社会福祉協議会までお問い合わせください☆ 

「新しい生活様式」下での地域活動実践例 
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